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【年通号数】公開・登録公報2013-005
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   Ａ６３Ｂ  53/00     (2015.01)
【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年1月7日(2015.1.7)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　一つの態様において、衝突イベントが発生したと決定されない限り、一つまたは複数の
センサからのデータが処理されないことがある。衝突イベントが発生する場合、データの
少なくとも一部分が処理用に同定される。同定は所定の時間フレーム、たとえば衝突イベ
ントの前および／または後の時間に基づきうる。データの処理は、角速度データを分解し
て空間固定座標を得ることを含みうる。ロールデータおよびピッチデータを計算すること
ができる。さらなる態様において、ロールデータおよびピッチデータを空間固定座標と併
せて使用してスイングパラメータを計算することができる。一つの態様において、スイン
グパラメータとしてはクラブヘッドのライ角、クラブフェース角およびロフト角のうち少
なくとも一つを挙げることができる。さらなる態様は、少なくとも一つのジャイロスコー
プまたは少なくとも一つの加速度計からのデータが飽和しているか否かを決定することが
できる。一つの態様において、飽和データを再構築することができる。一つの態様におい
て、再構築は、スイング中のクラブヘッドの角速度に関係する既知の因子に基づきうる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４０】
　図4に戻ると、ステップ404において、データの少なくとも一部分が飽和していると決定
される場合、ステップ406を行って飽和を補償することができる。一つの態様において、
飽和を補償するように構成された一つまたは複数のアルゴリズムをステップ406において
適用することができる。実際、本明細書に開示される新規の局面は、ゴルフクラブヘッド
からの飽和角速度信号を再構築するように構成された一つまたは複数のアルゴリズムに関
する。一つの態様において、アルゴリズムを適用することで、スイング中のクラブヘッド
300の角速度に関係する既知の因子に基づいて飽和していると決定されたデータの少なく
とも一部分を再構築する。一つの態様において、ステップ406は、飽和イベントの前およ
び／または後のデータ点から一次線形回帰（たとえば図8の線808で表される）を計算する
ことができる。一つの態様において、飽和イベント前の約50～100個のデータ点および／
または飽和点後の約50～100個の飽和点を一次回帰のために利用することができる。この
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データを使用して、二本の回帰線が交差する時点を決定することができる。次に、二次多
項式関数を実施することで、交点と飽和イベントの二つの終点とのフィッティングを、終
点間を通じた勾配を二本の回帰線の勾配と同一とするという制約を伴って行うことができ
る。多項式関数を使用することで、飽和イベントの期間にわたってデータ点を計算するこ
とができる。したがって、これらの点をジャイロ出力で置換することができ、結果的な再
構築されたジャイロ信号を使用してクラブヘッドの角度方向を推定することができる。図
9（以下でさらに詳細に論じる）は、この方法論を使用するジャイロスコープ信号の例示
的再構築を示す。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５３】
特定の態様において、第三の状態であるヨー（Ψ）は観察不能であり、したがって、初期
条件ゼロで常に始まる標準オープンループモードで実行されうる。特定の態様において、
式3を数値的に解析してヨーを推定することができる。
式3：
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